
2015年9月19日(土)未明、戦争法は、世論を

無視する形で、参議院本会議で強行採決の末、

成立しました。憲法９条の「海外で武力によ

る威嚇、行使、戦争はしない」としてきた最

後の歯止めを解釈変更で壊してしまいました。

私たちは、内容的にも、手続き的にも、憲法

破壊、民主主義の破壊といえるようなこんな

暴挙を許すわけにはいきません。

私たちのたたかいは、決して終わることは

ありません。戦争法廃止・立憲主義確立・安

倍政権退陣めざして決意を固めています。

「19日行動」「2000万署名」運動へ

この間、10月8日(木)文京シビックホールで、

「10.8戦争法廃止！安倍内閣退陣！総がかり

行動集会」を開催し、今後の具体的な取り組

みを確認してきました。

まず、最後の強行採決が行われた９月19日

にちなみ、毎月「19日行動」として、国会周

辺などで大きな抗議行動を行います。10月19

日(月）に、初めての「19日行動」として、国

会正門前で抗議集会を開催しました。集会に

は9,500人の市民が集まり、法案成立前と変わ

ない熱気であふれ、抗議の声をあげました。

また、戦争法施行や海外での武力行使等な

ど具体化に対応した行動にも取り組みます。

そして、「戦争法の廃止、立憲主義を堅持

し、憲法９条を守り、いかす」ことを求める

請願署名運動を展開し国民世論の盛り上げと

結集をはかります。５月３日をめどに2,000万

筆を集める決意です。

沖縄、脱原発など共闘の力を結集

さらに、2016年５月３日には、今年に引き

続き統一した５・３憲法集会を有明防災公園

で開催します。

来年７月の参議院議員選挙では、戦争法の
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10月8日文京シビックホールでの集会

私たちはあきらめない！
戦争法廃止！安倍政権退陣！



廃止に向け、野党との連携を強化し、可能な

限り支援する取り組みを行います。

弁護士や元裁判官が準備する違憲訴訟の取

り組みと連携して取り組みます。

沖縄・辺野古新基地建設、脱原発課題、人

間の安全保障課題に連携して取り組みます。

戦争法廃止！安倍政権退陣！めざして一緒

に力をあわせましょう！

10月19日、立憲フォーラムと戦争をさせな

い1000人委員会が共催して「『さあ、安倍政

治を終わらそう』10・19集会」を開催しまし

た。

司会の神本美恵子・民主党参議院議員が毎

月19日は怒りをもって国会に行く日、１９日

＝いくひ＝行く日 と覚えて頑張りましょう

と呼びかけがあり、中野晃一・上智大教授が

「野党はオルタナティブを提示できるか 路

上から議会へ 」と題して講演しました。

中野教授は、安倍政権が民意を踏みにじり

暴走する中で民主主義のうねりというのが出

てきて人々が路上に出た。そのなかで総がか

り行動やＳＥＡＬＤｓは、私たちの集まる場

を作ってくれたという意味で、果たした役割

は重要で大きかった。自分も声をあげたい、

主権者として傍観できないと人々が集まり、

一人の勇気がもう一人の勇気を呼んでいくと

いうプロセスを目の当たりにした。

ＳＥＡＬＤｓが出てきて女性の学生から平

和主義の言葉がほとばしり出た。世代を超え

て平和主義の精神がバトンタッチされていた

ことが分かり、それがさらに中高年を元気づ

けるということがおきた。国会議員も変わっ

た。路上からの力が国会議員を変えていった。

だから私たちは負けた気がしない。終わりで

はない、巻き返せるんだと思って今でも行動

している。

そして、来年の参議院選では立憲主義や民

主主義だけで勝つのは非常に厳しいのではな

いかと指摘。ブラック企業など個人の尊厳を

踏みにじる政策が推し進められているなかで、

アベノミクスに幻想をもつサラリーマン層や

非正規雇用労働者に声を広げるには、野党は

個人の尊厳、自由や権利を守ることを取り組

んでいるという攻めの姿勢に転じて欲しいと

訴えました。

個人の尊厳を守る政治をやっていくという

理念を共有し、そこに軸足をおく。対抗軸は

個人の尊厳を守るという理念ではと強調しま

した。
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10月19日院内集会での中野晃一教授の講演

「さあ、安倍政治を終わらそう」10・19集会
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-戦争をさせないために、
私たちにできること-
（1000人委員会の新しいリーフレットより）

今後、私たちに何ができるでしょうか

残念ながら、戦争法が「制定」されました

が、あきらめる必要はありません。法律が存

在しても自動的に自衛隊が海外に出て行くわ

けではありませんし、戦争法反対と立憲主義・

民主主義擁護を掲げる新たな運動を作り上げ

ることができたからです。

破壊活動防止法や盗聴法のように、制定さ

れても反対の声が強い法律はあまり使われて

いません。イラク戦争の時はドイツやフラン

スなどが派兵しませんでした。自衛隊の海外

派兵反対の大きな運動を作ることができれば、

戦争法の発動は阻止できます。そのためには、

戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実

行委員会が提起している、戦争法の廃止を求

める毎月19日行動や2000万人署名などを成功

させましょう。

さらに、今回の「戦争法制定」を招いたの

は、2014年12月の衆議院選挙で与党が「圧勝」

したからでもあります。戦争法の発動を止め

るには、2016年の参議院選挙で戦争法に反対

する政党の議席を一つでも増やすことです。

戦争法を廃止するためには、今後の衆議院

選挙で政権交代を実現することです。この間

の総がかり行動は広範な野党共闘まで生み出

しましたが、今後もこの共闘を後押ししてい

きましょう。

清水 雅彦（日本体育大学教授・憲法学）

違憲訴訟の提起

安倍政権による、違憲な集団的自衛権行使

容認・安保法制について、裁判で争う準備が

されています。「安保法制違憲訴訟の会」で

す。憲法問題に取り組んできた弁護士、厚木

爆音訴訟を担っている弁護士、行政法に詳し

い弁護士らによって構成されています。訴状

の作成に際しては元裁判官の弁護士等も頑張っ

ています。国会における政府答弁のひどさに

自分のこれまでの人生が否定されるような危

機感があるのだと思います。

日本の裁判では具体的な「事件性」が必要と

されています。例えば、安保法制に基づき、

自衛隊の出動命令がなされ、その命令に抗し

た自衛隊員が、不利益処分を受け、その処分

を争うようなケースです。立憲主義破壊に対

し、そのような処分まで待つわけにはゆきま

せん。

違憲訴訟の裁判は、

①安保法制の発動を許さないとする差止め

訴訟、

②平和的生存権が侵害されたとする国家賠

償請求

の二つです。多くの弁護士、市民に呼びかけ

全国各地の裁判所で起こします。原告も全国

で募集します。弁護士も原告となります。

①については安保法制が施行された直後３月

頃までに、②については準備でき次第、年明

け早々でしょうか。平和的生存権だけでなく、

憲法制定権の侵害も争点とします。

内田 雅敏（弁護士）

1000人委員会の新しいリーフレット「戦争をさせない

ために、私たちにできること」と「許すな！辺野古新基

地建設」が完成しました。また、戦争させない・９条壊

すな！総がかり行動実行委員会の宣伝グッズ（ポスター、

のぼり旗、・横断幕）もできています。

ご希望の方は事務局までご連絡ください。
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■今後の予定
11月24日時点での予定です。日程変更や緊急の行動呼びかけをさせていただくことがあります。

行動の詳細は1000人委員会ホームページ、または「戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行

委員会」のウェブサイトhttp://sogakari.com/をご覧頂くか、事務局までお問い合わせください。

11月29日（日）■１１・２９辺野古に基地は造らせない大集会
時 間：13時開場 13時30分開始 15時15分デモ出発
場 所：日比谷野外音楽堂
主 催：止めよう！辺野古埋め立て 国会包囲実行委員会
協 力：戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会

12月 6日（日）■安保関連法の廃止を求める学生・学者・市民の共同行動 銀座大行進
時 間：12時30分開場 13時00分 14時30分デモ出発
場 所：日比谷野外音楽堂
主 催：SEALDs / 安全保障関連法に反対する学者の会
協 力：戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会

12月15日（火）■街頭宣伝行動 ＊場所は決まり次第ウエブサイトなどでお知らせします
12月19日（土）■私たちはあきらめない！戦争法廃止！安倍内閣退陣！12・19集会

時 間：13時30分開場 14時00分集会開始
場 所：北とぴあ・さくらホール 地下鉄南北線 王子 5番出口直結

京浜東北線 王子 北口 徒歩2分
都電荒川線 王子駅前 徒歩5分

主 催：戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会
2016年1月4日(月)(国会開会日予定）

■戦争法廃止！国会前抗議要請行動
時 間：12時00分～13時00分
場 所：衆議院議員会館前
主 催：戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会


